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特集 市の財政公表
私のまちの台所事情

市
の
財
政
が
厳
し
く
な
っ

た
主
な
要
因
の
う
ち
、
歳
入

（
収
入
）
で
は
、
一
つ
目
に
、

『
三
位
一
体
の
改
革
』
な
ど
に
よ
る
臨

時
財
政
対
策
債
を
含
め
た
実
質
的
な
地

方
交
付
税
の
削
減
【
グ
ラ
フ
１
参
照
】

が
あ
る
ん
だ
。
つ
ま
り
、
『
三
位
一
体

の
改
革
』
【
財
政
用
語
解
説
①
】
に
よ

っ
て
地
方
交
付
税
【
財
政
用
語
解
説
②
】

と
臨
時
財
政
対
策
債
【
財
政
用
語
解
説

③
】
の
総
額
（
『
実
質
的
な
地
方
交
付

税
』
と
い
い
ま
す
）
の
抑
制
が
行
わ
れ

た
ん
だ
。

市
の
実
質
的
な
地
方
交
付
税
を
、
平

成

年
度
と
改
革
の
前
年
度
に
当
た
る

１９
平
成

年
度
で
比
較
し
て
み
る
と
、
約

１５

８
億
６
千

万
円
減
額
に
な
っ
た
ん
だ
。

８００

ま
た
、
平
成

年
度
か
ら
平
成

年

１６

１９

度
ま
で
の
間
の
削
減
額
を
合
計
す
る
と
、

約

億
９
千

万
円
に
も
な
る
ん
だ
。

２２

９００

二
つ
目
は
、
景
気
低
迷
や
生
産
人
口

の
減
少
に
よ
る
市
税
収
入
の
伸
び
悩
み

が
あ
る
ん
だ
。

市
税
【
財
政
用
語
解
説
④
】
収
入
額

を
平
成

年
度
と
平
成

年
度
で
比
較

１９

１５

す
る
と
、
約
５
億
５
千

万
円
増
え
て

８００

い
る
が
、
定
率
減
税
の
段
階
的
な
廃
止

や
国
庫
補
助
負
担
金

の
削
減
に
伴
う
税
源

の
移
し
替
え
（
国
の

所
得
税
か
ら
地
方
の

住
民
税
へ
）
な
ど
税

制
改
正
に
よ
る
も
の

で
、
一
方
で
国
庫
補

助
負
担
金
が
減
少
し
、

所
得
譲
与
税
（
平
成

年
度
か
ら
新
設
さ

１６れ
た
所
得
税
か
ら
住

民
税
へ
の
本
格
的
な

税
源
移
譲
が
行
わ
れ

る
ま
で
の
間
の
暫
定

措
置
）
が
廃
止
さ
れ

て
し
ま
っ
た
ん
だ
。

景
気
低
迷
が
続
い

て
い
る
こ
と
や
高
齢

社
会
を
迎
え
、
生
産

人
口
が
減
少
し
て
い
る
こ
と
か
ら
実
質

的
な
市
税
の
伸
び
を
期
待
す
る
こ
と
は

難
し
い
状
況
に
あ
る
ん
だ
よ
。

市
税
収
入
が
、
実
質
的
に

増
え
て
い
な
い
中
、
地
方
交

付
税
が
減
額
し
た
ん
だ
ね
。

市
財
政
が
厳
し
く
な
っ
た

主
な
要
因

52億円

54億円

56億円

58億円

60億円

62億円

64億円

平 成
15年度

平 成
16年度

平 成
17年度

平 成
18年度

平 成
19年度

6,320

5,946
5,842

5,740

5,451

▲374 ▲477 ▲580 ▲868

グラフ１ 実質的な地方交付税の推移

（単位：百万円）

合計 ▲2,299

財財
政
用
語
解

財
政
用
語
解
説説

①
三
位
一
体
の
改
革

国
庫
補
助
負
担
金
の
改
革
、
税
源
移

譲
を
含
む
税
源
配
分
の
見
直
し
、
地
方

交
付
税
の
改
革
の
三
つ
を
同
時
か
つ
一

体
的
に
行
お
う
と
す
る
地
方
税
財
政
制

度
の
改
革
で
す
。

国庫補助
負担金の改革

税源移譲を
含む税源配分の

見直し

地方交付税
の改革

国庫補助
負担金の改革

税源移譲を
含む税源配分の
見直し

地方交付税
の改革

煙
国
庫
補
助
負
担
金
の
改
革

国
か
ら
地
方
へ
の
補
助
金
や
負
担
金

の
あ
り
方
の
抜
本
的
な
見
直
し
。

煙
税
源
移
譲
を
含
む
税
源
配
分
の
見
直
し

補
助
金
減
額
相
当
分
を
国
か
ら
地
方

に
税
源
移
譲
。

煙
地
方
交
付
税
の
改
革

地
方
へ
の
交
付
税
総
額
の
抑
制
。

②
地
方
交
付
税

全
国
の
地
方
公
共
団
体
間
の
財
政
的

な
不
均
衡
を
調
整
し
て
、
ど
こ
に
住
ん

で
い
て
も
標
準
的
な
行
政
サ
ー
ビ
ス
や

基
本
的
な
社
会
資
本
が
提
供
で
き
る
よ

う
に
財
源
を
保
障
（
所
得
税
・
法
人
税
・

酒
税
な
ど
の
国
税
５
税
の
一
定
割
合
を
、

地
方
公
共
団
体
に
配
分
）
す
る
制
度
で
、

地
方
の
固
有
財
源
で
す
。

ま
た
、
地
方
公
共
団
体
が
借
り
入
れ

た
特
定
の
市
債
の
元
利
償
還
金
に
つ
い

て
も
一
定
の
割
合
で
地
方
交
付
税
に
算

入
す
る
と
い
う
仕
組
み
も
あ
り
ま
す
。

③
臨
時
財
政
対
策
債

地
方
の
財
源
不
足
を
補
て
ん
す
る
た

め
特
例
的
に
認
め
ら
れ
る
地
方
債
。
従

来
は
こ
の
財
源
不
足
額
を
補
て
ん
す
る

た
め
、
交
付
税
特
別
会
計
で
借
り
入
れ

を
行
い
、
地
方
交
付
税
と
し
て
地
方
に

配
分
さ
れ
た
が
、
平
成

年
度
よ
り
地

１３

方
が
直
接
借
り
入
れ
る
方
式
に
改
め
ら

れ
、
こ
の
元
利
償
還
金
は
、
そ
の
全
額

が
後
年
度
交
付
税
措
置
さ
れ
る
こ
と
と

な
り
ま
し
た
。

④
市
税個

人
市
民
税
、
法
人
市
民
税
、
固
定

資
産
税
、
都
市
計
画
税
、
軽
自
動
車
税
、

市
た
ば
こ
税
、
入
湯
税
な
ど
が
あ
り
ま

す
。


